
小川自治会自主防災隊 柳谷戸支隊だより    第４号 

                                  ２０１４年８月５日発行 

                                柳谷戸支隊 情報・広報班 

真夏の暑い日が続いていますが隊員の皆様方にはお元気でお過ごしでしょうか。 

今回、防災隊柳谷戸支隊では、７月２７日「活動隊員全体会議」を小川会館で行いましたので、

それを中心に報告いたします。隊員の参加者は３９名でした。 

１． この全体会議は支隊の活動隊員の皆さんに活動実績や今後の活動方針、具体的な項目な 

ど説明し、意見交換なども行う場として年１回行っており今回が２回目の開催です。 

 

２． 防災隊の活動は①「自主防災隊ガイドブック」の指針に基づいて行っています。 

即ち ②各家庭で準備する事柄―自助 と③防災隊の活動マニュアル‐共助 の両方の準備・訓

練をして非常時の被害を最小限にして減災に努めようとしています。 ①②は既に全世帯に配布

していますが ③の活動マニュアルはまだ出来ていません、今後作成していきます。 

   

  ３． 初年度の昨年は基本的な事項を主体に行いましたが全体的には活動は低調であり試行錯 

誤でしたが、家庭用消火器の普及斡旋、街頭消火器の増設など成果を上げた項目もありました。 

 

４． 柳谷戸支隊の今年度の活動計画 （すでに終了したものを含む） 

１） 隊員名簿の整備、組織の編成、連絡網の見直し 

２） 「支隊だより」の発行 ― 防災隊の活動を隊員へ連絡・広報 

３） 非常時の連絡手段対策 ― 隊内の連絡・情報収集、トランシバ－テスト訓練中 

４） スタンドパイプの各支隊への配備・訓練 

５） 要援護者リストの作成 ― アンケート調査実施予定 

６） 今後活動に必要な機器材の検討・調達立案 

７） 平常時・非常時の行動マニュアル作成 ― 出来るもの、急ぐものから 

８） 訓練 ・６月１５日 支隊「無事です」の旗出し、スタンドパイプを中心の訓練 

 ・９月２８日  支隊防災訓練、１３時～柳谷戸公園 対象：活動隊員全員 

 ・予定変更   合同防災訓練 １３時半～ 蜂谷戸公園 一般隊員を含む全員 

         後日お知らせします。 

 

５． 非常時の行動（震災直後） 

１） これに関しては既に「支隊だより」１号にも載せました。 

２） ６月に配布された「あなたと家族の安全ノート」（改訂版）にも詳しく載っていま

すので、是非参考にしてください。 

３） 我が家の安全を確認後「無事です」の旗を出し、両隣にも声掛けし安全が確認でき

れば速やかに柳谷戸公園に集まり共助の活動に参加して下さい。 

４） 大地震発生時は時間の経過と共に行う事が変わります、 みんながオールラウンド 

プレーヤーとして協力・助け合う事が大切。この時間帯の行動は非常に重要です。 



６． 非常時（震災時）の医療救護体制及び避難施設開設について 

     ２０１２年１２月に町田市は地域防災計画の見直しを発表していますが、 

１） 非常時に負傷者が出た場合などには、最優先に開設される「災害拠点連携病院」に 

指定されている病院（南地区では町田慶泉病院、南町田病院）に直接行きましょう。

従来、避難施設(小川小学校)に設置されるとしていた「救護所」は名前も「救護連

絡所」に変え、医師の配置が可能になり次第開設としていますので数日遅れになり

ます。（発災後７２時間以内を目標） 

皆さんすでに広報町田でご存知と思いますが念の為。 

 

２） 非常時、家屋の損壊などによる居住困難者の避難施設として小川小学校が指定され

ています。その開設要件などについては現在、市・学校・周辺自治会の関係者（運

営委員会）で協議が行われていますが、まだ纏まっていません。受け入れ態勢など

詳細が決まった時点でお知らせします。 

 

７． 録画ビデオ２本放映 

１） 火災警報器について 

火災警報器は火が出たことを知らせる警報器です。煙式と熱式がありますが一般的

に家庭では煙式が使われている様です。初期消火が出来るのは出火から４分～５分 

以内の間までと言われています。出火したことを早く知るのが決め手です。 

      柳谷戸支隊では今年２月に行ったアンケートで７０．８％の世帯で設置されていると

の回答でした。失火したことを出来るだけ早く知るのに欠かせない器具です。 

２） 火災の延焼状況について（放任火災） 

① このビデオは総務省関係の研究部門が過去の火災のデーターを基にシュミレーシ

ョンしたものであり、お隣の西小川親和会地区に当てはめて行ったものでした。 

② 放任火災とは大地震の時など消防車が全く来ない状態で火災が広がる状態ですが、

平常時では考えられません。しかし震度６以上の震災であればその様な放任火災

の可能性もあると考えられます。一旦火災が発生すれば一蓮托生、４丁目が全焼！ 

 兎に角、火を出さない、火が出たらすぐ消す！ そんなビデオでした。 

 

以上の様な内容のことをスライド用いて説明しました。 

 

８． 支隊の活動報告 

１） ７月 ５日 支隊便り 第３号発行 

２） ７月２２日 第４回支隊班長会議 

３） ７月２７日 支隊活動隊員全体会議 

９． 今後の活動予定 

１） ８月５日  支隊だより 第４号発行 

２） ８月１０日 隊長・支隊長会議 

３） ８月２６日 第５回班長会議 

 

 以上 

 


